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１　監査の対象及び範囲

２　監査の実施年月日

３　監査の方法

４　監査の結果

令 和 2 年 4 月 22 日

定　期　監　査　結　果　報　告　書

　地方自治法第199条第４項の規定に基づき、令和元年度分に係る定期監査を執行したので
同条第９項の規定により、その結果を次のとおり報告します。

記

　上富良野町立病院の貯蔵品たな卸し事務を監査の対象として、令和元年度末
に係る貯蔵品調書など関係諸帳簿を閲覧し、貯蔵品の実地検査を行った。

　対象貯蔵品について、抽出により検査した結果、処理は概ね適正に執行され
ていると認められた。

　次の資料の提出を求め、この中から抽出により関係書類及び諸帳簿等を閲覧
すると共に、現地での貯蔵品保管状況を検査し、必要に応じて関係職員から執
行状況及び内容等の説明を受け、聴取も行った。

＊提出資料
　　○たな卸し調書　　　　　○貯蔵品台帳

令和２年４月２２日(水曜日)



１　実施日時

　令和２年４月２２日(水)　１３時００分から１５時１０分

２　監査の対象

　上富良野町立病院貯蔵品検査

３　監査の技法

４　監査の所見（総括）

監　査　結　果

　貯蔵品調書の計数審査並びに受払い台帳と照合し、現地で実地検査を行っ
た。
　薬品、診療材料、給食材料のうち２２品目を抽出し、部分検査を実施した。
　貯蔵品の確認方法は、貯蔵品調書により令和元年度末の数量を確認した。
　また、年度末から監査当日までの移動については、入出庫の状況を確認し、
必要に応じて関係職員から事務の執行状況及び内容等の説明を受け、年度末在
庫の成否を決定した。

　対象貯蔵品について、抽出により検査した結果、処理は概ね適正に執行され
ていると認め、町立病院事務長に口頭にて講評した。


